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　令和６年度の新型コロナワクチンについて 

令和６年度１０月からの新型コロナワクチン接種は、
高齢者を対象としたインフルエンザと同様にB類疾病
の定期接種として、個人の重症化予防により重症者を
減らすことを目的として実施されます。 

定期接種は６５歳以上の高齢者と一定の基礎疾患を有
する６０歳～６４歳が対象で、対象者には自治体から
の補助があり、地域によって自己負担額は異なります
が、３千円程度となる場合が多く、独自の助成で無料
で受けられる自治体もあります。 
定期接種に用いる新型コロナワクチンの種類（ワクチ
ンに含まれる株）は当面は毎年見直すこととされてお
り、令和６年度は『オミクロン株JN.1系統の１価ワ
クチン』を使用します。 
自治体によっては実施期間や接種費用が異なる場合が
あるため詳細はお住まいの市町村の広報やホームペー
ジ等でご確認ください。 



定期接種の対象者以外の６４歳以下の方は任意接種と
なり全額自己負担となります。接種費用等は医療機関
ごとに異なりますが、ワクチンの価格と接種費を合わ
せて１万５千円程度が見込まれます。接種希望の方は
直接各医療機関へお問い合わせください。 

ワクチン接種は強制ではありません。ワクチンの効果
と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意
思に基づいて接種を判断しましょう。 

注釈） 
定期接種の対象とする疾病には結核など集団予防に重
点をおく『A類』と、季節性インフルエンザなど個人
予防に重点をおく『B類』がある。 
A類は国の補助額が高く、原則無料で受けられる。 
B類は補助額が少なく、一部の定期接種対象者には 
自己負担が生じる。



65歳以上の方などを対象に
新型コロナワクチン
定期接種を実施しています。

の

新型コロナウイルス感染症とワクチンについて

❶ ❷ ❸
65歳以上の方

60～64歳で
心臓や腎臓、呼吸器の機能に障
害があり身の周りの生活を極度
に制限される方。

60～64歳で
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能の障害があり日常生活
がほとんど不可能な方。

接種できる期間 10月1日~翌年３月31日 ※自治体によって実施期間が異なる場合があるため、
詳細は、お住まいの市町村（特別区を含む。以下同じ）
にお問い合わせください。

令和６年10月

○新型コロナによって重症化する割合は、65歳以上で高く、重症化しやすいこの年代の方及び
　この年代に近く一定の基礎疾患を有する方を対象に10月から定期接種を実施しています。
○今年度は「オミクロンJN.1系統の株*に対応したワクチン」を使用します。
     ＊JN.1系統の下位系統を含みます。

定期接種を受ける方法・費用
○定期接種はお住まいの（住民票のある）市町村で実施されます。
○接種できる場所や費用についての詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

定期接種では、以下のメーカーのワクチンを接種できます。自治体や医療機関によって接種できるワクチンが
異なる場合があるため、詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

各ワクチンの
特性等の詳細については
こちらをご確認ください。

接種できるワクチン

・ファイザー社 ・モデルナ社 ・第一三共社
・Meiji Seikaファルマ社（レプリコンワクチン）

・武田薬品工業社

mRNAワクチン 組換えタンパクワクチン
定期接種では、以下のメーカーのワクチンを接種できます※順不同

接種対象者




